
太陽光発電設備の立地規制等に係る法整備等を求める意見書 

 

電力は国民経済の発展に欠くことのできないものであり、福島第一原子力発電所事故以

降、電力供給が逼迫しているため、再生可能な自然エネルギー発電の導入拡大など、需給

構造の大胆な改革は焦眉の急である。 

 国においては、再生可能エネルギー発電において固定価格買取制度を導入するなどして、

その普及促進に取り組んでいる。 

 しかしながら、太陽光発電設備については、高い買取価格が設定されたことや、規制緩

和などにより急激に拡大し、様々な課題が全国で顕在化したところである。 

 峡東地域は、「葡萄畑が織りなす風景」並びに｢星降る中部高地の縄文世界｣が平成 30 年

5月 24日に文化庁の「平成 30年度日本遺産」に認定された。 

また、平成 30 年 5 月 31 日の峡東地域世界農業遺産推進協議会総会において峡東地域の

果樹農業について｢世界農業遺産｣の再申請に向けて強力に進めていくことが決議されるな

ど、世界に向けて認知度を上げるために各関係機関が努力をしている。これらの取り組み

をはじめ、当該地域は自然環境にとても恵まれ、この自然環境を後世に繋いでいかなけれ

ばならない。 

今後の太陽光発電設備の設置に伴い、急斜面の山林を伐採して設置されるほか、農地や

住宅地の中に周辺環境や景観と調和せず設置されるなど、自然環境へのダメージと景観の

阻害、住環境の悪化のみならず、太陽光発電設備の設置に起因する土砂災害等の発生が非

常に危惧されている。 

 このような状況を鑑み、固定価格買取制度の根拠法であるＦＩＴ法では、事業者に対し

関係法令の遵守を義務付ける等の改正が行われたところであるが、土地利用規制等に関す

る関係法令では、太陽光発電設備から現在生じている景観、環境及び防災上における様々

な問題に十分対応していない。 

 また、ＦＩＴ法においても、事業者が同法の認定基準を遵守し、適正に太陽光発電設備

の設置を行っているか確認する体制や、発電事業終了後のパネル等の適切な撤去、処分を

担保する仕組みが整備されていない。 

 よって、国においては次の事項を早急に講じられるよう、強く要望する。 

 

１ 太陽光発電設備について、景観、環境及び防災上の観点から適正な設置がされるよう、

立地の規制等に係る法整備等、所要の措置を行うこと。例えば、地域で重要な田園風景

や自然環境が残る場所、住民が著しく危険を感じる場所などは、市町村長の意見を聴い

た上で、特例的に立地を規制すること。 

２ １による法整備等の実効性を高めるため、ＦＩＴ法においても、着工していない認定

案件について、事業者が計画地を立地規制の対象となる場所から変更する場合でも、同

じ買取価格を適用すること。 

３ 太陽光発電設備がＦＩＴ法の認定基準に従い適正に設置されていることについて、国

が責任を持って確認すること。 

４ 発電事業終了時や事業者が経営破綻した場合に、パネル等の撤去及び処分が適切かつ

確実に行われる仕組みを整備すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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